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現行ガイドラインの関係記載部分
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法令変更、特定法令変更リスクについて
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○現行のガイドラインでは、法令変更リスクは運営権者、特定法令等変更リスクは管理者と記載されてい
るが、実際の先行事例では特定条例変更のみ一部を管理者リスクとなっており、実態と乖離。

○先行事例がこのような内容となるのは、直営であっても特定法令変更が生じた場合に即座に使用料に
は転嫁できないためとされる。

○そこで、先行事例とも整合する記載に改めることとしたい。
＜法令変更リスクに関する各記載と改正案＞

法令変更リスク 特定法令変更等リスク

現行ガイドライン ➢ 一般的な法令変更に伴うリスク
は運営権者が負担する

➢ 特定の運営権者に限定して適用される法令等の変更は、管
理者が運営権者への救済措置を行うことが望ましい*

浜松市下水道 ➢ これに伴う増加費用・損害は運
営権者が負担

➢ 特定法令変更に伴う増加費用・損害は運営権者が負担
➢ 特定条例変更に伴う増加費用・損害は双方協議

須崎市下水道 ➢ これに伴う増加費用・損害は市が負担
➢ 附帯事業・任意事業について発生した増加費用・損害は運営権者が負担

宮城県上工下水 ➢ これに伴う増加費用・損害は運
営権者が負担

➢ 特定法令変更に伴う増加費用・損害は運営権者が負担
➢ 特定条例変更に伴う増加費用・損害は、設定割合改定等

を経ても補填しきれない部分は県が負担

ガイドライン改正案 ➢ 一般的な法令変更に伴うリスク
は運営権者が負担する

➢ 特定の運営権者に限定して適用される法令等の変更のうち、
管理者が制定・改正する条例等に起因する増加費用・損害
については、管理者が運営権者への救済措置を行うことが考
えれられる。

➢ 管理者が制定・改正する条例等以外の上記法令等の変更
に伴うリスクは運営権者が負担する。但し、事業継続困難な
場合には契約解除を可能とすることが望ましい。

*内閣府ガイドラインを引用する形で表現

先行事例を考慮し、特定条例変更
については救済を原則とする

先行事例を考慮し、特定法令変更
は運営権者負担を原則とする



金利変動リスクについて

3

○現行のガイドラインにおけるリスク分担表イメージでは、金利変動リスクについて一定の場合には管理者
が負担すると記載されているが、実際の先行事例では管理者が金利変動リスクを負担する規定とは
なっておらず、実態との乖離が認められる。

○先行事例がこのような内容となっているのは、金利負担はあくまでもSPCの資本政策の結果であり、全
額を株式で調達した者と、全額を金融機関から融資で調達した者との間で取扱いを変えることは適切
ではないからとされる。

○そこで、先行事例とも整合する記載に改めることとしたい。

⚫ 金利変動リスクについて、利用料金の設定範囲
内で対応できない場合には管理者（公共側）
がこれを負担するものと記載している

⚫ 先行事例においても、金利変動リスクについて
明示的に公共側負担とした先例はない

➢ 金利変動リスクについて、下水道利用料金改定規定内か否かにかかわらず、民間側の負担とする

（加筆する内容のイメージ）

リスクの
種類

リスクの内容
負担者

リスク分担の考え方 補足
管理者 運営権者

金利
変動

資金調達に伴う利息が金利上
昇により増加するリスク ○

＜現行ガイドラインの記載と加筆する内容のイメージ＞



保険について

○保険について民間事業者からの意見があったことから、これに触れることとする。
○令和4年4月より下水道賠償責任保険（日本下水道協会）に運営権者が加入できるようになったこ
とから、その旨の加筆をすることとする。

（現状）

火災保険、賠償責任保険等の保険について、民間事業者においてこれらの保
険に加入すると保険料が高くなるおそれがあるとの意見がある。
令和4年4月から下水道賠償責任保険に運営権者が加入できるようになってお
り、今後コンセッション方式の事例の蓄積によって、保険付保が可能となる範囲が
広がることが想定される。このような保険会社の対応方針の状況も考慮しながら、
個々の事業で詳細を検討する必要がある。

（改定案イメージ）
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（参考） コンセッション事業 運営権者の意見紹介

○先行事例のコンセッション事業において、運営権者として従事している民間事業者からリスク分担・保
険に関する意見を聴取したので紹介する

出典）国土交通省による聞き取り調査より

民間意見

⚫ 保険など民間が入ると保険料が高い。PFI-LCCにその保険料は見込まれているのか。官が保
険に入った方が安くなるので、それを前提とした制度設計も必要なのではないか。空港などでは、
アップサイド（収入の増）も見込めるが、上下水道では見込めない。

⚫ 瑕疵条件や期間設定に当たっては、事業開始時（官⇒民）と事業終了時（民⇒官）をイ
コールフィティングとしていただきたい。同条件とすることで、紛争を避ける。



履行保証について
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○履行保証について現状既に記載はあるものの、須崎市の事例で導入されていたり、下水道包括ガイド
ラインにおける標準契約書でも触れられていることから、この点が参考になるとの補足をすることとする。

第2条
１ 運営権者は、実施契約の締結から事業終了日までの各事業年度について、
次の各号のいずれかに掲げる保証を付し、各事業年度の開始までに(契約締結
事業年度に当たっては契約締結と同時に)市に納付しなければならない。略
(1) (2) 略
(3)この約款による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険
契約の締結
(4)この約款による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証

（須崎市事例の実施契約書（抜粋））

須崎市や包括委託の場合、運営権対価等の支払いはなく、自治体からSPCへのサービス対価の支払いがあることから、通常の工事請
負のような履行担保措置を置いている。

（契約の保証）
第５条 受託者は、本契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証
を付さなければならない。ただし、第４号の場合においては、履行保証保険契約
の締結後、直ちにその保険証券を委託者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) 本契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行
又は委託者が確実と認める金融機関等の保証
(4) 本契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険
契約の締結

（下水道包括委託ガイドライン別紙3標準契約書案（抜粋））

※浜松市西遠下水道案件・宮城県上工下水案件の場合

• 履行保証保険の付保は求めない
• 自治体が収受した利用料金を要求水準未達時の違約金に充当させる、契約が解除された場合に違約金を支払わな

いかぎり運営権対価のうち返還すべき額を返還しないなど、自治体が保有する運営権者に返すべき金銭を活用して履
行担保を図っている



参考）浜松市・宮城県の事例

7

（利用料金の収受等）
第 47 条 運営権者は、市との間で締結する別紙 8 の様式に
よる利用料金収受代行業務委託契約に基づき、利用料金収
受代行業務を市に委託し、市は、当該委託に基づき、市が使
用者から収受する使用料及び水道料金と併せて利用料金の収
受を行う。
2 市は、収受した利用料金を、第 59 条に定める要求水準違
反違約金、第 81 条第 2 項に定める契約解除違約金及び支
払期限の到来した運営権対価の未払金に充当することができる。

（契約解除違約金等－運営権者事由解除又は終了）
第 81 条 第 72 条各項又は第 75 条第 2 項（運営権者の
責めに帰すべき事由による場合に限る。）の規定により本契約
が解除され、又は終了した場合、運営権者は、市に対して市の
指定する期限までに次項に定める契約解除違約金その他の金
員を一括で支払わなければならない。この場合において、市は、
第 47 条第 2 項に基づき収受し、保管している利用料金相当
額を、運営権者からの契約解除違約金の支払に充当することが
できる。

（利用料金の収受等）
第57条 運営権者は，県との間で締結する別紙11の様式による利用料金収
受代行業務委託契約に基づき，利用料金収受代行業務を県に委託し，県
は，当該委託に基づき，県が使用者から収受する料金等と併せて，利用料
金の収受を行う。
2 県は，収受した利用料金を，第70条に定める要求水準違反違約金及び
第95条に定める契約解除違約金に充当することができる。

（契約解除違約金等－運営権者事由解除又は終了）
第95条 第84条各項又は第87条第2項（運営権者の責めに帰すべき事由に
よる場合に限る。）の規定により本契約の全部又は一部が解除され，又は終
了した場合（第91条第2項の規定により本契約の一部が終了した場合を含
む。），運営権者は，県に対して県の指定する期限までに次項に定める契約
解除違約金その他の金員を一括で支払わなければならない。この場合において，
県は，第57条第2項の規定により，収受し，保管している利用料金相当額を，
運営権者からの契約解除違約金の支払に充当することができる。
2 前項に定める契約解除違約金の額は，解除又は終了の対象となった9個別
事業ごとに別紙12に定める額とし，運営権者は，当該本契約の解除又は終
了に起因して県が被った損害額が契約解除違約金の額を上回るときは，その
差額を，県の請求に基づき支払わなければならない。ただし，県の責めに帰す
べき事由により運営権者に生じた損害がある場合には，当該運営権者の損害
相当額を，当該県が被った損害額（ただし，当該県が被った損害額が契約解
除違約金の額以下である場合には契約解除違約金の額）から控除する。
3 第1項の場合，運営権者が第1項の規定による違約金その他の金員の支払
を完了したときは，県は，受領済の運営権対価のうち，残余の運営権の存続
期間に対応する運営権対価相当額を運営権者に支払う。

（浜松市：実施契約書（抜粋） （宮城県：実施契約書（抜粋）



災害時の役割分担について
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○現行のガイドラインでは、災害等発生時における官民役割分担に関する記載に乏しい。
○水道コンセッションガイドラインでは、災害等発生時における役割分担について一定程度言及しており、
本ガイドラインにおいても、同ガイドラインを参考に可能な範囲で災害時の役割分担の記載を追加する
こととしたい。

＜現行ガイドラインの記載と加筆する内容のイメージ＞

（現行ガイドライン）

⚫ 災害が発生した場面の処理と履行義務免責のみ記
載している

⚫ 災害発生に備えた体制をどのように実行するかについ
ての記載はされていない

➢ 運営権者は、被災した施設の復旧に係る業務を実施する場合、BCP計画等の事前に定めた処理・指揮命令系
統に沿って対応する

➢ 管理者が事業の継続のために必要と判断した場合、運営権者は管理者の指示に従い対応する

➢ 管理者は、重要な意思決定や近隣自治体等の外部関係者との連絡調整を行う

（加筆する内容のイメージ）



参考）BCPに関する先行事例の位置づけ
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➢ 浜松市事例

➢ 須崎市事例



参考）BCPに関する先行事例の位置づけ
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➢ 宮城県事例



コロナ禍をふまえたリスク分担への反映
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○新型コロナウィルスについては、内閣府より不可抗力の一つである「疫病」に含める旨の通知が出ている。
○また、BCP上は新型インフルエンザに準じた取扱いを想定する旨の通知を国土交通省より発出している
ことから、これらの内容をガイドラインにも反映させることとする。

➢ 内閣府通知

➢ 国交省通知



（参考）厚労省 官民連携の手引き
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は検討上参考となりうる主な箇所


